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相談支援

基幹相談支援センター、指定一般相談支援事
業所、指定特定相談支援事業所とともに、地
域定着支援を活用してコーディネーターを配
置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前
に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確
保する。また、障がいの特性に起因して生じ
た緊急の事態等に必要なサービスのコーディ
ネートや相談その他必要な支援を行う機能

君津市拠点コーディネーター（「以下、
「コーディネーター」という。」について
は、君津市障害者基幹相談支援センターが担
うこととし、コーディネーター及び君津市が
連携することで「緊急時の支援が見込めない
世帯の把握」に努める。また、相談支援事業
所や障害福祉サービス事業所と連携して、緊
急の事態等に必要なコーディネートや調整を
図る。なお、特に緊急性の高い相談かつ相談
支援事業所等では対応しきれない場合は、速
やかにコーディネーターもしくは君津市に連
絡する。

・基幹相談支援センター
・相談支援事業所
計２箇所

緊急時の支援が見込めない世帯
の台帳作成など具体的な成果物
には至っていない。

緊急時の支援が見込めない世帯
について、具体的にどのように
把握し管理していくのかが定
まっていない。

事前登録様式を早急に定め、相
談員がモニタリング時等に地域
生活支援拠点の周知と事前登録
促進ができるよう仕組みを整え
る。

緊急時の受入れ・
対応

短期入所を活用した常時の緊急受入れ体制等
を確保した上で、介護者の急病や障害者の状
態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連
絡等の必要な対応を行う機能

短期入所を活用した緊急受入体制の整備を進
める上で、介護者の急病や障がい者の重度化
による緊急時に、短期入所等の施設受入や医
療機関への連絡など必要な対応を行う。緊急
時の受入については、本市に短期入所の事業
所数が少ないことを踏まえ、短期入所だけで
はなく、グループホームや訪問系サービスを
利用する。

・基幹相談支援センター
・相談支援事業所
・短期入所事業所
計５箇所

緊急受入れとなるケースはな
かった。

グループホームでの受入れにつ
いては、加算の算定ができない
ため、より多くの事業所に登録
いただくには工夫が必要。

地域生活支援拠点として受けら
れる加算、または緊急対応を
行った際に受けられる加算の一
覧を公表する。日中活動系の事
業所も加算を受けることができ
るため、幅広く周知する。

体験の機会・場

地域移行支援や親元からの自立等にあたっ
て、共同生活援助等の障害福祉サービスの利
用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する
機能

共同生活援助等の障害福祉サービスの利用が
促進されるよう市内の障害福祉サービス事業
所などの空き状況を定期的に情報共有できる
体制を構築する。

・基幹相談支援センター
・短期入所事業所
・生活介護事業所
・就労継続支援B型事業所
・共同生活援助事業所
計１０箇所

体験の希望や実績はなかった。
事業所の空き状況についても、
情報共有できる体制の構築に
至っていない。

相談支援機能における、「緊急
時の支援が見込めない世帯」の
把握に努め、障害福祉サービス
の利用に結びつける支援が必要
である。

体験の希望があった際にスムー
ズに案内ができるよう、事業所
の空き状況の把握について、頻
度や手法を定める。

専門的人材の確
保・養成

医療的ケアが必要なものや行動障害を有する
者、高齢化に伴い、重度化した障害者に対し
て、専門的な対応を行うことができる体制の
確保や、専門的な対応ができる人材の養成を
行う機能

専門的人材の育成・確保を踏まえ、本市の障
害福祉の中核を担う君津市障害者基幹相談支
援センターによる研修を実施していく。

・基幹相談支援センター

令和６年度は計３回の研修を実
施。
「個別支援計画での困りごと」
「成年後見制度」
「虐待のこと」

医療的ケア児等や強度行動障害
への知識や理解を深めるなど、
複雑なケースにも対応できる人
材の育成に取り組む必要があ
る。

事業者のニーズを聞きながら、
それに対応する研修をセッティ
ングする。

地域の体制づくり

基幹相談支援センター、一般相談支援事業
所、特定相談支援事業所等を活用してコー
ディネーターを配置し、地域の様々なニーズ
に対応できるサービス提供体制の確保や地域
の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

自立支援協議会において、地域の様々なニー
ズに対応できるサービス提供体制の確保や地
域の社会資源の連携体制の構築などの検討を
進める。また、地域生活支援拠点等の運用状
況についても、自立支援協議会で検証及び検
討を行い、適切な評価を行い、PDCAサイク
ルを構築する。

・基幹相談支援センター
・相談支援事業所
計２箇所

ＰＤＣＡサイクル構築のため、
第４回地域生活支援部会におい
て評価様式を定め、評価の準備
を行った。

緊急時の連携訓練等を行い、連
携体制について具体的なイメー
ジを持てるようにする必要があ
る。

各事業所の連携担当者間で顔の
見える関係性を築く。連絡網や
メーリングリストなどをつく
り、緊急時に素早く情報が行き
渡る仕組みを作る。

拠点コーディネー
ター

平成２９年７月７日付、障障発第0707第1
号「地域生活支援拠点等の整備促進につい
て」に基づき、コーディネーターは地域生活
支援拠点の５つの機能における「相談機
能」、「地域の体制づくり」の中核となる。

コーディネーターは君津市障害
者基幹相談支援センターが担う
こととする。

緊急受入れのケースがなかった
ため、受入れ事業所の調整業務
はなかった。

実際に緊急受入れが必要となっ
た場合に備え、どのように動く
かを決めておく必要がある。

「相談支援」、「緊急時の受入
れ・対応」、「体験の機会・
場」、「専門的人材の確保・養
成」、「地域の体制づくり」の
５つの機能について、課題解決
及び有機的に結びつくよう取り
組んでいく。加えて、「周知・
啓発」及び５つの機能に係る登
録事業者を増やしていく。

周知・啓発

拠点等は、地域で生活する障害者等やその家
族の身近な相談機関として、その業務内容や
運営状況等を幅広く周知することにより、拠
点等の円滑な利用やその取組に対する障害者
等及び地域住民の理解が促進されることか
ら、市町村は拠点等の取組内容や運営状況に
関する情報を公表するように努めることとす
る。

地域生活支援部会における地域生活支
援拠点の取組内容や運営状況につい
て、ホームページへの掲載を行う。ま
た、広報等への掲載や地区社会福祉協
議会への説明会等を実施し、地域の方
に対し周知する。

君津市地域生活支援拠点事業の
概要については、ホームページ
へ掲載を行った。その他の周知
活動には至っていない。

地域生活支援拠点の知名度が低
い。周知・啓発を行う手法や、
わかりやすく伝えられる内容の
精査が必要。

なるべく簡潔なチラシを作成
し、対象となり得る方への配
付、回覧などを行う。また、相
談支援部会や就労支援部会でも
拠点についての説明を行うな
ど、まずは関係者への周知を徹
底する。
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